
業務方法書の取扱いの一部改正について 

 

１ 業務方法書の取扱い（平成１６年５月６日通知）                                  （下線部変更） 

新 旧 

別表  

 

受入予定証券残高及び担保指定証券残高に係る評価額等に関する表（第

７条の２、第９条及び第１２条関係） 

 

１．業務方法書第３９条第４項第４号に規定する当社が定める時価は、

機構取扱有価証券については国内の金融商品取引所（法第２条第１６

項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。）（注１）における最

終価格（注２）（注３）、国債証券については日本証券業協会が発表す

る売買参考統計値（注４）のうち平均値とする。 

（注１）・（注２） （略） 

（削る） 

 

（注３） 当該銘柄が上場されている金融商品取引所のいずれにおい

ても約定値段がない場合は、当社が定める一定の順位により選択し

た金融商品取引所における当該決済日の２日前の基準値段とする。 

 

 

（注４） （略） 

２．～１３． （略） 

別表  

 

受入予定証券残高及び担保指定証券残高に係る評価額等に関する表（第

７条の２、第９条及び第１２条関係） 

 

１．業務方法書第３９条第４項第４号に規定する当社が定める時価は、

機構取扱有価証券については国内の金融商品取引所（法第２条第１６

項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。）（注１）における最

終価格（注２）（注３）（注４）、国債証券については日本証券業協会が

発表する売買参考統計値（注５）のうち平均値とする。 

（注１）・（注２） （略） 

（注３） 株式については、円位未満の端数金額は、これを切り捨て

る。以下同じ。 

（注４） 当該銘柄が上場されている金融商品取引所のいずれにおい

ても約定値段がない場合は、当社が定める一定の順位により選択し

た金融商品取引所における当該決済日の２日前の基準値段（株式に

ついては、円位未満の端数金額は、これを切り捨てる。以下同じ。）

とする。 

（注５） （略） 

２．～１３． （略） 

 

２ 附 則 

１ この改正規定は、平成２７年１０月１３日から施行する。 

２ 前項の規定にかかわらず、機構が運営するシステムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により改正後の規定を適用することが適



当でないと当社が認める場合には、平成２７年１０月１４日以後の当社が定める日から施行する。 

３ 施行日（第１項に規定する日（前項に規定する当社が定める日が定められた場合には、当該日）をいう。以下同じ。）以降の日において、施行

日の前日以前における業務方法書第３９条第４項第４号、第４５条第３項第１号又は第５８条第３項に規定する当社が定める時価を用いる場合に

おける当該時価については、なお従前の例による。 


